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市役所、各行政センターの窓口

2021～2022 年末年始の業務案内 ※市内の各施設、水道の当番事業者は広報くしろ
　12月号２・３ページに掲載しています。

■市立釧路総合病院  ■市立釧路国民健康保険阿寒診療所　
■市立釧路国民健康保険音別診療所  

釧路地域

阿寒地域

音別地域 ごみ収集（資源物の収集も同じ）

阿寒町一般廃棄物最終処分場　

資源物保管施設

ごみ収集（資源物の収集も同じ）

ごみ収集（資源物の収集も同じ）

釧路広域連合清掃工場、ごみ最終処分場・粗大ごみ処理
センター（12月26日㈰、31日㈮は午後０時30分まで開場）

　●急病の場合の案内、受診は ■夜間急病センター（内科、小児科） ■休日緊急歯科診療所　
診察　午後７時～翌午前７時
受付　午後６時30分～翌午前６時30分
　　　（住吉２-12-37M44-6776）

　12月30日㈭から１月３日㈪までの午前10時から
午後４時まで診察します（城山２-２-15釧路歯科医
師会館内M42-8336）。　　

◆救急当番病院の案内（24時間体制）
　救急医療情報案内センター（U0120-20-8699）
　24時間体制で案内しています。

市役所、各行政センター、各支所

　市の窓口は12月29日㈬から１月３日㈪まで休みとなり、住民票、印鑑登録証明書などの交付も休止となります（コアかがやき内鳥取支所分室での交付も
休止です）。
　なお、出生・死亡・婚姻などの戸籍の届け出は、この間も市役所防災庁舎１階守衛室窓口で受け付けします。

●窓口業務 　　　は休業日、　　　は平常業務

●医療機関

●ごみ収集など

資源リサイクルセンター

■釧路赤十字病院 ■釧路労災病院 ■道立阿寒湖畔診療所  
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2022「くしろ20歳のつどい」開催のお知らせ
祝

市教委生涯学習課
（M31-4579）

市教委音別生涯学習課
（M01547-6-2034）

市教委阿寒生涯学習課
（M64-6193）

１月９日㈰
午後２時～
（開場：午後１時）

会場 日時 問合先

音別会場
音別町文化会館

阿寒会場
阿寒町公民館

釧路会場
コーチャンフォー釧路文化
ホール（市民文化会館）

寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を
実現しましょう

みんなで徹底しよう。政治家との「三ない運動」
受けとらない！受けとらない！求めない！求めない！贈らない！贈らない！問合先　選挙管理委員会事務局（M22-4894）

2022　今年、1,554人が新たに成人の仲間入りをします。
　市では、皆さんと一緒に新成人をお祝いする2022
「くしろ20歳のつどい」を開催します。
　式典への参加には、案内状が必要となりますので、必
ず持参してください。
　現在、市を離れている式典対象者や2021「くしろ20歳
のつどい」に参加できなかった方も参加できるよう準備
しています。詳しくは、市教委生涯学習課までご連絡く
ださい。
公式インスタグラム開設およびライブ配信のお知らせ
　新型コロナウイルス感染症の影響で、晴れ着姿で旧友
との再会を楽しみにしていたのに式典への参加が難しい
という皆さんも多い中、一生に一度の成人式を少しでも
盛り上げられるよう、ＳＮＳを活用したキャンペーンを実
施します。式典の情報を随時アップする他、式典当日は
釧路会場の様子をインスタグラム上でライブ配信します
ので、フォローをお願いします。また「＃2022くしろ20
歳のつどい」とハッシュタグをつけて、ご自身のＳＮＳ（イ
ンスタグラム）に投稿、または他のＳＮＳへの投稿をイン
スタグラムにシェアしてください。振袖や袴姿の前撮り写
真や、学生時代の写真などを投稿し、交流のきっかけに
しませんか。皆さんの投稿をお待ちしています。
※詳しい内容は市ホームページをご覧ください。

対象者　01（平成13）年４月２日から02（平成14）年４月１日までに生ま
　　　　れた方
注意事項　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、感染症対策を
　　　　　講じた形にて開催します。今後の状況により、内容に変更、ま
　　　　　たは中止や延期となる場合がありますことをご承知願います。

※式典中止に際しての全ての保証はできかねますので、ご承知ください。
※館内は酒類の持ち込み、飲酒、喫煙禁止です。飲酒している方の入場は
　固くお断りします。また、式典の妨害や迷惑行為を行った方は直ちに退
　場いただきます。
※式典の詳細や新型コロナウイルス感染症対策につ
　いての詳細は、市ホームページをご覧ください。　　　　 　　　　　  
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　新成人の皆さんは、悪質商法のターゲットになりやすい傾向にあります。架空請求やマルチ商法、訪問販売にネット通販など手口はさまざま
ですが、「必要のないものはきっぱり断る」「うまい話には安易にのらない」「契約書は内容をよく確かめる」「サイン・押印は慎重にする」
「契約する前に家族や友人に相談する」ということを守り、賢い消費者として自立していきましょう。ただ、どんなに気を付けていても消費者
トラブルに巻き込まれることもあります。困ったときには消費生活相談室（M24-3000）へご相談ください。

新成人の皆さん、消費者トラブルにご注意を！ 問合先　市役所市民生活課（M31-4590）

公式インスタグラムはこちらから 市ホームページはこちらから


